
ー受託研究開始までの流れー

依頼者と担当医師間での合意

受託研究事務局への受付
申請書は担当医師と協議の上、作成してください

受託研究申請
審査日の3週間前までに提出（毎月第一火曜日）

申請書、実施願、契約書（2部、押印）

審査の参考資料18部

①実施計画書（実施要綱および調査票）

②薬品等の添付文書

③その他の必要な資料

受託研究審査委員会での審査
申請書をふまえ、委員会において審査を行います

２週間程度

受託研究契約
院内の手続き完了後、承認通知書、契約書、納入通知書を送付します

契約書については押印の上、返送致します

受託研究開始
※契約締結日以降の開始となります

承認・修正の上承認
承認決定後、院内での手続きを開始します

２週間程度

２週間程度


